






















































































壁土も見た目以上に耐力が落ちていた。 今回の修理は、 現状修理を基本とした半解体修理とし、屋根葺

替、 腐朽材の補修、 壁土の塗り直し、 防湿対策を行い、 外壁の腰壁には養生のため、 海鼠壁を施した。

なお、 工事は壁土の乾燥を考慮し、 平成22~23年の2カ年で実施した。

▲修理前 ▲修理後

3)友村家主屋／修理／寺町(TE-04)木造二階建桟瓦葺

友村家は寺町の市道寺道線に東面して建つ。 主屋は木造本二階建、 南側入母屋造、 北側切妻造、 平入

り、桁行4間、 梁間3間、 背後に桁行4間、 梁間1.67問の二階建の突出部が付く。 いずれも桟瓦葺であ

る。建築年代は棟札の墨書から大正9年3月である。 道幅も狭く小規模な町屋が多い寺町地区の中にお

いて、 当家は敷地を嵩上げして建ち、 周辺の中でひときわ存在感を示す。玄関を入って正面の階段や、

二階の二間の座敷は、 旅館やお茶屋の雰囲気を持つ。大きな改造の痕跡はなく、 当初の姿をよく残して

いた。今回の修理では、 屋根葺替、外壁補修、 不陸調整、 防湿対策、 建具の新調・調整を行った。

▲修理前 ▲修理後
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4. その他の事業

■石見銀山遺跡調査活用委員会

第7回石見銀山逍跡調査活用委員会は、 平成23年5月31日（火）、 12名の委員が出席して大田市

大森町の石見銀山世界追産センターで開催されました。最初に委員長互選が行われ、 町田章委員に

決定しました。議事に入り、 まず(1)報告事項として、 ①平成23年度の調査研究計画、 ②整備活用の

計画や現状、 ③モニタリング、④世界遺産登録5周年事業、 ⑤各検討部会の再編について報告がな

され、 それに対する質疑応答が行われました。 また、 その後休憩を挟んで(2)意見交換が行われ、新

任期3年間の主な課題である①港湾集落の整備活用、 ②今後の調査研究、 ③総合整備事業終了後の

整備の方向性、 ④委員会の整理・再綱について意見をうかがいました。 なお前日には、 沖泊、 櫛

島、 朝ケ浦を現地視察しました。

第8回石見銀山遺跡調査活用委員会は、 平成23年11月18日（金）に12名の委員が出席して大田市

大森町の石見銀山世界遣産センターで開催されました。最初に町田章氏の死去に伴い委員長の互選

が行われ、 高安克己委員の就任が決定しました。議事に入り(1)報告事項として、①調査研究、②整

備活用について質疑応答を行いました。 その後休憩を挟んで(2)意見交換が行われ、 各検討部会の検

討内容について報告し意見をいただきました。 なお委員会前日には、 昆布山谷地区の発掘調査現

場、佐毘売山神社および10社寺調査対象地である豊栄神社を現地視察しました。

0石見銀山遺跡調査活用委員会 委員名簿

氏 名 職 名 専門分野 備 考

井 上 雅仁 島根県立三瓶自然館学芸課課長代理 自然環境

大 橋 泰 夫 島板大学法文学部教授 考古学

勝 部 昭 元島根県教育委員会教育次長 文化財行政 委員長職務代理者

黒 田 乃 生 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 文化的景観

小 林 准 士 島板大学法文学部准教授 近世思想史

高 安 克 己 島根大学名誉教授 地質学

田 辺征 夫 前奈良文化財研究所所長 考古学

中 塩 弘 DOWAホ ー ルデイングス株式会社取締役 鉱業

仲 野 義 文 石見銀山資料館館長 近世史

中 村 俊 郎 中村ブレイス株式会社代表取締役社長 地元有識者

西 村 幸 夫 東京大学副学長 都市計画

林 秀 司 島根県立大学教授 人文地理

原 田 洋一郎 東京都立産業技術高等専門学校准教授 鉱山史

村 上 隆 京都国立博物館学芸部保存修理指導室長 歴史材料科学

和 上 豊 子 石見銀山ガイドの会会長 池元有識者

※任期：平成23年4月1日～平成26年3月31日。 なお田辺氏は平成23年11月1日から。

■石見銀山協働会議と官民協働の取り組み

石見銀山協働会議は、 石見銀山遺跡を官民協働で保全・活用していくための方策を検討すること

を目的として、 平成17年6月26日に、公募による約200名の市民プランナ ー と大田市及び島板県の

関係課職員により組織されました。
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■石見銀山遺跡保存管理委員会

平成24年2月9日（木）に、 島根県民会館で第4回石見銀山遺跡保存管理委員会が開催されまし

た。

この委員会は、 石見銀山遺跡を適切に保存管理し、 その価値を永く後世に伝えていくことを目的

として、 島根県と大田市が共同で設置したもので、 世界遺産登録推薦書の中でも、 その設置を謳っ

ています。

委員会では、 遣跡の保存管理に関連する諸事業の総合調整や遺跡の保存管理計画の進行管理等を

行います。委員は、 県の関係部局の次長6名及び市の関係部局の部長5名の11名で構成されていま

す。

委員長である県の米山教育次長の進行により議事に移り、 石見銀山遣跡の保存管理に係る県市の

役割分担の再確認、 平成23年6月にパリで開催された第35回ユネスコ世界遺産委員会の報告などを

県の担当者が説明を行いました。

次に、 石見銀山遺跡肉における土砂災害対築（落石対策）、 治山対策、温泉津 ・ 波路浦川砂防事

業など具体的な事業の課題内容の説明がありました。 また、 平成24年度に批界遺産登録5周年を迎

えることからその記念事業について、 観光客誘致施策については観光振興分野から、 記念式典及び

市民向け請演会・ シンポジウム事業については教育分野からそれぞれ説明がありました。

これらの報告を受けて、 登録5周年を契機として広く広報活動、 受け入れ体制の整備などに取り

組む必要があるため、 新たな観光素材の提供などについて多くの意見が交わされました。

また今後は、 石見銀山遣跡の保護・活用を永続的に進めていくため、 伝建地区及び港湾集落の空

家対簸、 荒廃する竹林対策などの課題についても検討することとしています。

0石見銀山遣跡保存管理委員会 委員名簿

所属 部 局 職 氏名

地域振興部 次長 和田 謙一

環境生活部 次長 玉串 和代

農林水産部 次長（事務） 石黒 裕規
島根県

商工労働部 次長 （欠席）高橋孝治

土木部 次長（事務） 木佐 幸佳

教育庁 教育次長（事務） 米山 隆

総務部 部長 富田 正治

産業振興部 部長 小野 康司

大田市 建設部 部長 和田 和夫

上下水道部 部長 杉原 慎二

教育委員会 教育部長 松村 浩

※第4回委員会開他時
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■石見銀山景観保全審議会

平成23年5月16日（月）に、 大田市役所で第2回石見銀山景観保全審議会が開催されました。

今回の審議会では、 前回（平成22年3月17日開催）の審議会の継続審議として、「一般国道9号

静間仁靡道路」大国高架橋の橋桁の色彩について審議しました。前回の審議ではライトグレ ー系あ

るいはライトグリーン系の2色に絞られましたが、 固土交通省松江国道事務所の作成したモンタ ー

ジュ写真を参考に審議した結果、 ライトグレ ー とすることに決まりました。

0石見銀山景観保全審議会 委員名簿

氏名 職業・所属団体（役職） 区分 備考

泉 充規 仁摩ブロック公民館長 地元有識者

今田 善行 温泉津ブロック公民館長 地元有識者

大屋 誠 松江工業高等専門学校准教授 学識経験者

黒田 乃生 筑波大学大学院准教授 学識経験者

田中 裕子 オフィスタナカ代表 地元有識者

田中要之祐 高山ブロック公民館長 地元有識者

林 秀司 島根県立大学教授 学識経験者 副会長

福田 満幸 島根県広告美術協同組合理事 地元有識者

藤岡 大拙 島根県立大学短期大学部名誉教授 学識経験者 会長

山本 豊 煎島根県県央県土整備事務所大田事業所所長 関係行政機関

若槻 真治 島根県教育庁文化財課世界遺産室長 関係行政機関

渡邊 元文 渡邊建築工房代表 地元有識者

※第2回審議会開催時
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■大久保間歩一般公開

平成23年度は、 ツア ー 催行日数がのべ128日、 ツア ー 参加者は7,592人となりました。 平成20年度

からスタ ー トした一般公開も4 年目となり、47都道府県からご参加いただいています。

参加人数は昨年に比べ 5 ％増。昨年同様、参加人数1位が大阪、 2位が東京となり、 近畿・京浜

方面からのお客様が目立ちます。集客宇は74％と、 昨年を4％上回りましたが、 より効果的な集客

を行うための集客方法・広告宣伝活動の面で課題が残ります。

公開日： 4月～11月及び、 3月の金・土・日・祝日（12月～2 月末日までは休場）

午前と午後各2回のツア ー (1日 4回）

定 員：各回20名（1日80名）

申込先：（樹石見観光 大田営業所内 大久保間歩予約センター

電話 0854-84-0750 FAX 0854-84-0751 

HP http:/ /www.iwami.or.jp/ginzan/ 

0都道府県別 大久保間歩入坑者数（平成22年度～23年度）

平成22年度 平成23年度 対箭年比 平成22年度 平成23年度 対前年比

人数 人数 増減数 増減率 人数 人数 増減数 増減率

北海道 75 92 17 23% 滋賀 122 116 -6 -5%
幸目詠フ 7 8 1 14% 京都 249 241 -8 -3%

岩手 20 ， -11 -55% 大阪 748 801 53 7% 

宮城 20 18 -2 -10% 兵庫 661 614 -47 -7%

秋田 4 5 l 25% 奈良 158 138 -20 -13%

山形 12 15 3 25% 和歌山 56 60 4 7% 

福島 16 14 -2 -12% 鳥取 104 130 26 25% 

茨城 52 88 36 69% 島板 337 318 -19 -6%

栃木 30 17 -13 -43% 岡山 304 283 -21 -7%

群馬 8 31 23 288% 広島 654 683 29 4% 

埼玉 236 205 -31 -13% 山口 189 193 4 2% 

千葉 221 308 87 39% 徳島 58 52 -6 -10%

東京 667 789 122 18% 香川 129 105 -24 -19%

神奈川 456 415 -41 -9% 愛媛 128 162 34 27% 

山梨 16 24 8 50% 商知 48 51 3 6% 

新潟 24 14 -10 -42% 福岡 298 299 1 0% 

長野 56 50 -6 -11% 佐賀 24 29 5 21% 

富山 42 44 2 5% 長崎 28 49 21 75% 

石川 60 55 -5 -8% 熊本 40 42 2 5% 

福井 65 49 -16 -25% 大分 35 21 -14 -40%

岐阜 83 88 5 6% 宮崎 15 25 10 67% 

静岡 116 155 39 34% 鹿児島 32 17 -15 -47%

愛知 383 544 161 42% 沖縄 5 15 10 200%

三重 128 103 -25 -20% 海外 11 8 -3 -27%

7,230 7,592 362 5% 
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要があると認めるときは、 教育委員会の承認を得て、 開場時間を変更することができる。
（休場日）
第6条 大久保間歩の休場日は、 次のとおりとする。
(1)月曜日から木曜日までの日
(2) 12月1 日から翌年の 2 月末日までの間
2 指定管理者は、 前項の規定にかかわらず、 必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、

休場日に開場し、 又は臨時に休場日を定めることができる。 この場合においては、 指定管理者は、 そV1)
旨をあらかじめ大久保間歩の入口及び石見銀山世界遣産センターに掲示するものとする。
（行為の許可）
第7条 大久保間歩の坑内において、 業として写真、 映像等の撮影等をしようとする者は、 あらかじめ

教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、 前項の許可に関し大久保間歩の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
（入場の制限）
第8条 大久保間歩は、 指定管理者が指定する保安員等の同行がなければ、 入場することができない。
2 小学生は、 保護者の同伴又は引率がなければ、 大久保間歩に入場することができない。
3 小学生未満の者は、 大久保問歩に入場することができない。
（遵守事項）
第9条 大久保間歩に入場する者（以

―

ド「入場者」という。）は、 大久保間歩において次に掲げる事項
を守らなければならない。
(1)立入禁止区域に立ち入らないこと。
(2)火気を使用し、 又は喫煙をしないこと。
(3)鉱石等を採取しないこと。
(4)他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)職員及び保安員等の指示に従うこと。
(6)その他大久保問歩の管理運営上障害となる行為をしないこと。
（入場料）
第10条 入場者は、 指定管理者に入場料を納付しなければならない。
2 入場料は、 別表に定める額を上限として、 指定管理者が、 市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、 指定管理者に、 入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。
（入場料の減免）
第11条 指定管理者は、 特別な事由があると認めるときは、 市長の承認を得て、 入場料を減額し、 又は
免除することができる。

（入場料の不還付）

第12条 既に納められた入場料は、 還付しない。 ただし、 指定管理者は、 特別の事由があると認めると
きは、 市長の承認を得て、 これを還付することができる。
（損害賠償の義務）
第13条 大久保間歩の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、 汚損し、 又は滅失した
者は、 これを原状に復し、 又はその損害を賠償しなければならない。
（免責）
第14条 教育委員会及び指定管理者は、 入場者の過失又は不可抗力の災害によって発生した事故につい
ては、 その責めを負わない。
（委任）
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
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附則
この条例は、平成20 年4月1日から施行する。
附則（平成22年条例第20号）
この条例は、平成23年 4月1日から施行する。
別表（第10条関係）

□----[:〖につき

備考 入場料の額には、消費税相当額を含む。

入場料
2,000円

1,000円

0大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則

備考
高校生以上
小・中学生

平成20年3月27日

教育委員会規則第7号
（趣旨）
第1条 この規則は、大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例（平成20年大田市条例第

2号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（行為の許可）
第2条 条例第7条の規定により行為の許可を受けようとするものは、その行為前7日までに、大田市
石見銀山大久保間歩（以下「大久保間歩」という。）における行為の許可申請書（様式第1号）を大田
市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に対して石見銀山大久保間歩における行為の許可又は不許可の通知をす

るものとする。
（入場券の交付）
第3条 指定管理者は、条例第10条に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとす
る。
（入場料の減免及び無料入場証）
第4条 条例第11条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ石見銀山大久保間歩
入場料減免申請書（様式第2号）を指定管理者に提出しなければならない。

2 入場料の減免の対象となる事由は、以下のとおりとする。
(1)学校教育の行事と認められるとき。
(2)その他大久保間歩の保存、活用のため特に必要と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の申請に対しで減免の決定額を通知するものとする。ただし、観光案内人、

文化財調査員など常時大久保間歩に入場する必要がある者については、石見銀山大久保間歩無料入場証
（様式第3号）を交付するものとする。
（秩序維持）
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、大久保間歩への入場を拒否し、

又は退場を命ずることができる。
(1)他人に危害を及ばし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
(2)大久保間歩又はその附属設備をき損し、又は滅失するおそれのある者
(3)前2号に掲げる者のほか、大久保間歩の管理上支障があると認められる者
2 前項により退場を命じられた場合の入場料は、これを還付しない。
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